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行
事
予
定 

 

 

三
月 

 
 

五
日 

神
宮
大
麻
頒
布
終
了
祭 

於
神
宮 

五
～
六
日 

都
市
頒
布
向
上
計
画
研
修
会 

於
神
宮 

七
日 

祐
徳
稲
荷
神
社
例
祭 

九
星
気
学
研
修
会 

於
平
和
会
館 

七
～
八
日 

九
州
各
県
神
社
庁
長
・
参
事
会 

於
佐
賀
県 

八
日 

鍋
島
直
正
命
頌
徳
祭 

 

十
一
日 

東
日
本
大
震
災
慰
霊
・
復
興
祈
願

祭 
 

 
 

於
佐
賀
縣
護
國
神
社 

十
一
～
十
五
日 九

州
地
区
中
堅
神
職
研
修
（
乙
） 

於
大
分
県 

十
二
日 

神
社
庁
長
懇
話
会 於

明
治
記
念
館 

十
三
日 

神
社
庁
長
会 

 
 

  

於
本
庁 

二
十
一
日 

役
員
会 

 
 

 
 

 

於
神
社
庁 

二
五
～
二
九
日 

 

九
州
地
区
中
堅
神
職
研
修
（
甲
） 

於
鹿
児
島
県 

二
十
六
日 

神
社
庁
支
部
長
会
・
協
議
員
会 

二
十
九
日 

総
代
会
役
員
・
支
部
長
会 

 
 

 
 

 

評
議
員
会 

 

四
月 四

日 

第
四
十
五
回
神
社
総
代
会
幹
部

研
修
会 

於
ホ
テ
ル
シ
ー
サ
イ
ド
島
原 

七
日 

み
ゆ
き
大
祭 

九
～
十
日 

九
州
地
区
神
社
本
庁
評
議
員
会 

於
佐
賀
県 

 

十
一
日 
松
原
神
社
例
祭 

 

十
二
日 
佐
賀
縣
護
國
神
社
前
夜
祭 

十
三
～
十
四
日 

 

佐
賀
縣
護
國
神
社
春
季
例
大
祭 

十
四
日 

大
町
八
幡
神
社
御
鎮
座 

一
三
〇
〇
年
式
年
祭 

二
十
三
日 

神
青
協
七
十
五
周
年
記
念
大
会 

於
明
治
記
念
館 

二
十
九
日 

唐
津
神
社
春
季
例
大
祭 

 

 

 

去
る
二
月
二
十
日
、
平
和
会
館
三
階
神
殿
の

間
に
お
い
て
、
令
和
五
年
度
神
社
庁
神
宮
大
麻

暦
頒
布
終
了
奉
告
祭
が
、
管
内
神
社
関
係
者
四

十
三
名
参
列
の
下
斎
行
さ
れ
た
。
斎
主
に
は
永

代
副
庁
長
、
祭
員
に
永
世
神
社
䅏
田
匡
祐
祢
宜
、

妻
山
神
社
永
代
優
仁
祢
宜
、
伊
勢
神
社
古
川
恭

子
祢
宜
の
神
青
会
員
が
奉
仕
し
た
。 

 

祝
詞
奏
上
の
後
、
斎
主
、
神
社
庁
長
、
県
総

代
会
長
、
神
道
青
年
会
長
、
女
子
神
職
会
代
表
、

神
社
保
育
会
長
、
教
育
関
係
神
職
協
議
会
代
表
、

県
敬
神
婦
人
会
長
、
神
社
庁
副
庁
長
が
玉
串
を

奉
り
拝
礼
。
以
降
次
第
の
通
り
に
続
き
、
祭
典

を
執
り
納
め
た
。 

 

祭
員
退
下
の
後
、
德
久
庁
長
よ
り
令
和
五
年

度
神
宮
大
麻
頒
布
状
況
を
踏
ま
え
た
挨
拶
が

あ
り
、
ま
た
南
里
総
代
会
長
よ
り
新
年
度
以
降

の
各
社
祭
儀
へ
の
協
力
が
呼
び
掛
け
ら
れ
、
全

て
の
次
第
を
終
え
た
。 

※
次
ペ
ー
ジ
に
今
年
度
の
結
果 

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭
斎
行 

 

 

第３０６号  

★
発
行
者 

佐
賀
県
神
社
庁 

 
 

 
 

 
 

庁
長 

德 

久 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
市
川
原
町
八
番
二
七
号 

★
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

 
 

 
 

 
h
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n
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e
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祈 

復
興 

令
和
六
年

能
登
半
島
地
震 
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事
務
連
絡 

 

令
和
六
年
一
月
三
十
日
付
総
神
第
三
四
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取 

締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
施
行
に
伴 

ふ
注
意
喚
起
の
件 

 

標
記
の
件
、
去
る
令
和
五
年
十
二
月
六
日
に

「
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取

締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、

同
十
三
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。 

 

法
改
正
の
趣
旨
は
。
大
麻
草
の
医
療
や
産
業

に
お
け
る
適
正
な
利
用
を
図
る
と
と
も
に
、
そ

の
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
、
①
大
麻
草
か
ら
製
造
さ
れ

た
医
薬
品
の
施
用
等
を
可
能
と
す
る
た
め
の

規
定
の
整
備
、
②
大
麻
等
の
施
用
罪
の
適
用
等

に
係
る
規
定
の
整
備
、
③
大
麻
草
の
栽
培
に
関

す
る
規
制
の
見
直
し
に
係
る
規
定
の
整
備
等

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
す
。 

 

殊
に
③
に
つ
い
て
は
、
大
麻
栽
培
者
（
都
道

府
県
知
事
に
よ
る
免
許
制
）
が
昭
和
二
十
九
年

以
降
大
き
く
減
少
を
続
け
、
神
事
・
祭
事
へ
の

大
麻
草
の
利
用
な
ど
の
伝
統
的
な
麻
文
化
の

継
承
が
困
難
に
な
っ
て
ゐ
る
と
の
指
摘
や
、
近

年
大
麻
草
の
活
用
方
法
が
変
化
し
て
ゐ
る
も

の
の
、
栽
培
免
許
の
栽
培
目
的
が
対
応
し
て
ゐ

な
い
等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を

受
け
て
法
改
正
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
り
従
前
の
「
大
麻
取
締
法
」
は
今
後
「
大
麻

草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
変
更
さ

れ
ま
す
。 

 

此
度
の
法
改
正
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
医
薬

局
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
で
は
、
不
当
な
目

的
で
大
麻
草
の
栽
培
を
行
は
う
と
す
る
反
社

勢
力
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
が
、
そ
の
目
的

を
隠
し
て
都
道
府
県
の
免
許
を
取
得
す
る
た

め
に
神
事
用
に
活
用
す
る
等
と
偽
っ
て
神
社

庁
や
神
社
に
対
し
協
力
を
求
め
る
等
、
神
社
庁

や
神
社
に
接
触
し
て
く
る
こ
を
危
惧
し
て
を

り
、
先
般
、
神
社
本
庁
に
対
し
て
注
意
喚
起
が

為
さ
れ
て
を
り
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
若
し
既
存
の
栽
培
農
家
以

外
の
団
体
・
個
人
が
、
大
麻
草
の
栽
培
目
的
で

貴
庁
及
び
貴
管
内
神
社
に
対
し
て
協
力
を
求

め
て
接
触
を
図
っ
て
き
た
場
合
に
は
十
分
注

意
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
の
薬
務
課

又
は
神
社
本
庁
総
務
部
神
社
課
ま
で
御
相
談

願
い
ま
す
。 

以 

上 
 

 

令
和
六
年
二
月
六
日
付
研
修
発
第
三
三
号 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
六
年
直
轄
研
修
運
営
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
令
和
五
年
十
月
十
八
日
付
研
修

発
第
四
八
〇
号
を
以
て
公
示
を
し
て
を
り
ま

す
「
令
和
六
年
直
轄
研
修
」
に
つ
き
ま
し
て
、

令
和
三
年
よ
り
神
宮
道
場
で
の
「
合
宿
」
を
見

合
せ
運
営
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
本
年
五
月
開

佐賀県神社庁  令和５年度  神宮大麻頒布結果  

支部名  大  中  普   計  前年比  支部名  大  中  普   計  前年比  

第２南  11 192 4,088 4,291 53 東松西  14 171 3,535 3,720 -75 

第２北  49 237 6,043 6,329 0 西松浦  32 268 8,513 8,813 -86 

神  埼  11 231 6,043 6,285 96 杵島西  69 531 8,743 9,343 59 

三養基  37 559 8,835 9,431 -98 杵島東  19 326 4,740 5,085 0 

小  城  16 95 6,620 6,731 -99 藤  津  64 654 10,379 11,097 -137 

東松東  21 373 4,725 5,119 -89 第  １  87 631 4,234 4,952 -60 

唐  津  45 400 4,700 5,145 0 神社庁  2 4 2 8 2 

      合計  477 4,672 81,200 86,349 -434 
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催
予
定
の
「
第
百
七
十
三
回
中
堅
神
職
研
修

（
丁
）」
よ
り
、
従
前
に
復
し
「
合
宿
」
に
よ
る

研
修
と
致
し
ま
す
の
で
、
通
知
い
た
し
ま
す
。 

 

尚
、
引
続
き
、
感
染
症
対
策
及
び
健
康
を
優

先
す
る
こ
と
を
充
分
留
意
し
た
上
で
、
取
り
進

め
る
こ
と
と
致
し
ま
す
の
で
御
承
知
置
き
願

ひ
ま
す
。 

 

令
和
六
年
二
月
六
日
付
研
修
発
第
四
八
号 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
六
年
直
轄
研
修
開
催
の
件
（
追
加
） 

 

標
記
の
件
、
別
添
「
神
社
本
庁
総
合
研
究
所

公
示
（
追
加
）
」
の
通
り
、
神
社
庁
錬
成
行
事

道
彦
研
修
会
、
神
社
庁
祭
式
指
導
者
養
成
研
修

会
、
神
社
庁
祭
祀
舞
講
師
研
修
会
を
開
催
し
ま

す
の
で
、
貴
管
内
神
職
よ
り
受
講
者
を
御
推
薦

願
ひ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

記 

㈠
入
所
受
付
は
、
入
所
申
込
書
（
本
紙
）
が
神 

社
本
庁
に
到
着
し
た
時
点
と
し
ま
す
。 

事
前
の
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル
等
で 

の
申
込
は
受
付
け
ま
せ
ん
の
で
、
予
め
御
承 

知
下
さ
い
。 

㈡
「
神
社
新
報
」
令
和
六
年
二
月
中
発
行
の
紙 

面
及
び
『
月
刊
若
木
』
令
和
六
年
三
月
号 

神
職
専
用
サ
イ
ト
に
掲
載
を
予
定
し
て
を 

り
ま
す
。 

㈢
別
途
、
各
神
職
養
成
機
関
宛
に
も
参
加
勧
奨 

し
て
を
り
ま
す
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。 

以 

上 
 

 

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日
付
神
青
協
発
第
四
一
号 

神
道
青
年
全
国
協
議
会
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
神
道
青
年
全
国
協
議
会
「
巫
女
の
た
め
の
神 

宮
研
修
会
」
開
催
に
つ
い
て 

 

常
日
頃
よ
り
本
会
の
諸
活
動
に
対
し
、
格
別

の
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
標
記
の
件
、
神
宮
に
お
か
せ
ら
れ
ま

し
て
は
次
期
神
宮
式
年
遷
宮
が
近
づ
く
中
、
巫

女
の
神
宮
に
関
は
る
見
識
を
深
め
、
且
つ
各
奉

務
神
社
の
御
祭
神
に
お
仕
へ
す
る
真
の
心
構

へ
を
養
ふ
こ
と
で
、
今
後
の
更
な
る
神
宮
啓
発

並
び
に
神
宮
大
麻
頒
布
促
進
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
「
巫
女
の
た
め
の
神
宮
研
修
会
」

を
先
の
日
程
で
七
年
ぶ
り
に
開
催
す
る
こ
と

と
致
し
ま
し
た
。 

 
 

つ
き
ま
し
て
は
、
貴
神
社
庁
管
下
の
各
神

社
へ
御
周
知
戴
き
、
多
数
の
御
参
加
を
賜
り
ま

す
や
う
お
力
添
へ
の
程
こ
の
段
宜
し
く
お
願

ひ
申
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

記 

※
要
綱
等
は
神
社
庁
に
お
尋
ね
下
さ
い
。 

 

◇
◆
◇
教
化
委
員
た
よ
り
◇
◆
◇ 

嚴
島
神
社
宮
司 

川
浪
ひ
と
み 

 

一
月
下
旬
か
ら
二
月
に
か
け
て
氏
子
地
区

の
中
の
五
地
区
で
百
手
祭
が
行
な
わ
れ
る
。

百
手
祭
は
弓
矢
で
的
を
射
る
神
事
・
行
事

で
、
地
域
に
よ
っ
て
祈
願
内
容
に
違
い
は
あ

る
も
の
の
主
に
厄
落
と
し
、
厄
払
い
、
一
年

間
の
無
病
息
災
や
五
穀
豊
穣
を
祈
る
。 

 

的
射
の
前
に
ま
ず
は
百
手
祭
の
神
事
を
執

り
行
う
が
、
祝
詞
奏
上
の
後
に
「
鳴
弦
の

儀
」
を
行
う
。「
破
魔
矢
」
は
弓
で
魔
を
破
る

意
味
だ
が
「
鳴
弦
の
儀
」
は
弓
に
矢
を
つ
が

え
ず
に
、
弓
弦
を
手
で
強
く
て
引
い
て
放

し
、
弦
を
ビ
ュ
ン
と
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て

妖
魔
を
驚
か
し
て
退
散
さ
せ
、
魔
除
け
や
邪

気
払
い
を
す
る
と
い
う
儀
式
。
弓
は
神
聖
な

も
の
と
い
う
考
え
は
古
く
か
ら
あ
り
、
鳴
弦

の
儀
は
室
町
時
代
、
子
ど
も
の
誕
生
の
際
に

弓
に
矢
を
つ
が
え
ず
に
弦
を
引
き
、
音
を
四

方
へ
向
け
発
す
る
こ
と
で
邪
気
を
退
け
た
儀

式
だ
と
伝
わ
る
。
実
際
、
神
事
の
中
で
の
鳴

弦
の
儀
で
は
、
桃
枝
で
作
っ
た
手
作
り
の
弓

で
四
方
に
向
か
っ
て
弦
を
引
き
、
さ
ら
に
鬼

門
の
天
、
そ
し
て
裏
鬼
門
の
地
に
向
か
い
弦

を
引
き
、
音
を
出
し
て
邪
気
を
払
う
。 

 

神
事
が
す
べ
て
終
わ
る
と
し
め
縄
が
張
ら

れ
た
境
内
に
参
列
者
全
員
が
向
か
い
、
い
よ

い
よ
的
射
の
儀
式
が
始
ま
る
。
二
月
と
い
う
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季
節
柄
、
冷
た
い
風
が
吹
く
中
で
の
的
射
だ

が
、
参
加
者
は
悪
魔
退
散
や
無
病
息
災
、
地

区
の
安
全
や
平
穏
の
祈
り
を
込
め
な
が
ら

「
鬼
」
と
書
か
れ
た
的
を
射
抜
こ
う
と
真
剣

そ
の
も
の
。
放
た
れ
た
矢
が
的
の
中
心
の
鬼

に
近
け
れ
ば
近
い
程
、
拍
手
や
歓
声
が
上
が

り
心
も
身
体
も
暖
か
く
な
る
。
そ
の
余
韻
が

覚
め
や
ら
ぬ
ま
ま
皆
は
直
会
へ
と
移
る
。 

 

お
祭
り
の
進
行
で
内
容
は
前
後
す
る
が
、

嚴
島
神
社
の
百
手
祭
で
は
各
班
に
毎
年
交
代

の
百
手
祭
の
代
表
者
が
お
ら
れ
て
、
そ
の
方

が
赤
飯
を
朝
か
ら
蒸
し
重
箱
に
詰
め
て
持
参

さ
れ
る
。
各
班
の
人
数
に
合
わ
せ
ら
れ
て
い

る
の
か
、
重
箱
の
大
き
さ
が
ま
ち
ま
ち
な
の

が
趣
が
あ
り
、
御
神
前
に
お
供
え
さ
れ
る
。

神
事
、
的
射
、
直
会
が
終
わ
る
と
撤
下
し
、

地
区
の
班
の
皆
様
に
「
御
供
さ
ん
」
と
し
て

お
配
り
さ
れ
る
習
わ
し
が
続
い
て
い
た
。「
い

た
」
と
い
う
過
去
形
に
な
っ
た
わ
け
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
、

今
年
も
以
前
の
よ
う
な
伝
統
は
ま
だ
復
活
せ

ず
、
一
つ
の
重
箱
だ
け
の
赤
飯
の
お
供
え
と

な
り
少
し
複
雑
で
残
念
な
気
持
ち
に
。 

 

疫
禍
で
祭
礼
行
事
等
の
規
模
縮
小
や
延

期
・
中
止
な
ど
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
昨
今
だ

っ
た
が
、
目
ま
ぐ
る
し
く
移
り
行
く
時
代
の

中
で
変
化
が
求
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。 

し
か
し
一
方
で
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
伝
統
も
あ
り
、
守
り
、
継
承
し
て
い

く
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
る
。
氏
子
や
参
拝

者
を
通
じ
会
話
の
中
で
情
報
を
共
有
し
て
い

き
、
ま
た
積
極
的
な
働
き
か
け
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
う
。
今
後
も
氏
子
意
識
の
昂

揚
を
図
り
弛
ま
ず
に
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
、

次
の
時
代
へ
の
継
承
に
務
め
て
い
き
た
い
。 

 

◇
◆
◇
神
政
連
た
よ
り
◇
◆
◇ 

神
道
政
治
連
盟
九
州
各
県
本
部 

本
部
長
・
幹
事
長
・
事
務
局
長
会 

幹
事
長 

戸
川 

健
士 

 

 
去
る
令
和
六
年
二
月
六
日
、
神
政
連
・
熊
本

県
本
部
当
番
に
よ
り
Ｋ
Ｋ
Ｒ
ホ
テ
ル
熊
本
に

て
「
九
州
各
県
本
部
長
・
幹
事
長
・
事
務
局
長

会
」
が
開
催
さ
れ
、
九
州
各
県
よ
り
幹
部
を
始

め
と
す
る
神
職
三
十
二
名
が
出
席
し
た
。 

 

協
議
事
項
で
は
神
政
連
中
央
本
部
の
小
間

澤
事
務
局
長
よ
り
最
近
の
憲
法
改
正
に
関
し

て
の
動
向
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。 

ま
ず
、
国
会
の
憲
法
審
査
会
に
つ
い
て
は
令

和
五
年
の
臨
時
国
会
中
に
衆
院
で
五
回
、
参
院

で
二
回
の
憲
法
審
査
会
が
行
わ
れ
て
お
り
、
衆

院
で
は
特
に
広
報
協
議
会
の
設
置
や
国
民
投

票
法
の
改
正
を
巡
っ
て
討
議
が
行
わ
れ
、
自
民

党
の
中
谷
元
与
党
筆
頭
幹
事
が
条
文
の
起
草

作
業
に
入
る
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
の
、
具
体

的
な
議
論
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
説
明
が
な
か

っ
た
事
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
。 

 

一
方
、
民
間
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
「
美

し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く
る
国
民
の
会
」
が
全

国
縦
断
青
年
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
を
全
国
各
地
へ

派
遣
な
さ
れ
た
り
、
本
年
五
月
開
催
予
定
の
武

道
館
大
会
で
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
参
加
促
進
の

取
り
組
み
を
す
る
な
ど
活
動
の
活
発
化
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
神
政
連
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
昨

年
十
一
月
に
自
衛
隊
の
憲
法
明
記
及
び
緊
急

事
態
条
項
の
創
設
を
軸
と
し
た
憲
法
議
論
を

活
発
化
さ
せ
る
よ
う
自
民
党
本
部
、
国
議
懇
へ

要
望
書
を
提
出
し
た
事
が
報
告
さ
れ
た
。
こ
の

事
に
対
し
て
各
都
道
府
県
本
部
は
管
内
選
出

の
国
会
議
員
及
び
地
方
議
会
議
員
を
対
象
に

賛
同
署
名
を
実
施
す
る
よ
う
協
力
を
依
頼
さ

れ
て
い
る
が
、
あ
る
県
で
は
署
名
を
断
ら
れ
る

ケ
ー
ス
が
あ
り
自
民
党
内
で
も
判
断
が
様
々

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
ま
た

引
き
続
き
各
県
で
は
時
局
対
策
研
修
会
、
主
に

憲
法
研
修
会
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
の
報
告

が
あ
り
、
今
後
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
各
都
道
府
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県
単
位
で
実
施
し
て
い
く
よ
う
検
討
さ
れ
て

い
る
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。 

 

ま
た
「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範

特
例
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
に
つ
い
て
の

有
識
者
会
議
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

ま
ず
、
今
上
陛
下
か
ら
秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
、

次
世
代
の
悠
仁
親
王
殿
下
と
い
う
皇
位
継
承

の
流
れ
を
疎
か
に
せ
ず
、
悠
仁
親
王
殿
下
以
降

の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
は
悠
仁
親
王
殿
下
の

御
年
齢
や
御
結
婚
等
を
め
ぐ
る
状
況
を
踏
ま

え
議
論
を
進
め
る
べ
き
と
の
方
向
で
あ
っ
た
。

ま
ず
皇
位
継
承
問
題
と
切
り
離
し
、
皇
族
数
の

確
保
を
図
る
事
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
の

認
識
が
重
要
で
あ
り
、
三
つ
の
具
体
策
が
示
さ

れ
た
。
①
内
親
王
・
女
王
が
婚 

姻
後
も
後
続

の
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
。
②
皇
族
に
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
養
子
縁
組
を
可
能
と
し
、
皇
統

に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
皇
族
と
す
る
こ
と
。 

③
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
法
律
に
よ

り
直
接
皇
族
と
す
る
こ
と
。 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
皇
室
を
巡
る
課
題
が
政

争
の
対
象
と
な
っ
た
り
国
論
を
二
分
し
た
り

す
る
よ
う
な
事
が
な
い
よ
う
落
ち
着
い
た
検

討
を
行
っ
て
戴
き
た
い
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。 

会
議
後
に
は
基
調
講
演
と
し
て
「
憲
法
を
よ

く
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
代
表
の
岡
美
希
氏
よ

り
そ
の
活
動
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。
岡
氏

は
佐
賀
県
の
ご
出
身
で
現
在
二
十
五
歳
。
長
崎

大
学
在
学
中
に
広
島
江
田
島
の
呉
市
海
事
歴

史
科
学
館
へ
立
ち
寄
っ
た
際
、
特
攻
隊
員
の
手

紙
に
触
れ
、
国
を
守
る
志
が
よ
り
強
く
な
り
国

の
理
想
・
形
を
物
語
る
憲
法
に
つ
い
て
大
学
生

こ
そ
が
考
え
い
く
べ
き
と
一
念
発
起
。
全
国
四

十
七
都
道
府
県
の
様
々
な
大
学
を
訪
問
し
、
憲

法
へ
の
自
衛
隊
明
記
提
案
に
つ
い
て
ア
ン
ケ

ー
ト
活
動
を
実
施
。
六
年
間
で
百
二
十
四
の
大

学
を
回
り
、
対
話
し
た
学
生
は
一
万
四
百
七
十

五
人
。
現
在
は
全
国
の
同
士
約
五
十
名
と
憲
法

を
よ
く
す
る
学
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上

げ
代
表
を
務
め
る
。 

六
年
間
の
活
動
の
一
部
の
紹
介
が
あ
っ
た
。 

ま
ず
ア
ン
ケ
ー
ト
の
設
問 

①
憲
法
に
自
衛
隊
を
明
記
す
る
話
題
を
知
っ 

て
い
る
か
。 

と
い
う
問
い
に
は
学
生
一
万
人
中
知
っ
て

い
た
学
生
は
約
四
二
〇
人
。 

②
自
衛
隊
を
明
記
し
た
方
が
よ
い
か
。 

と
い
う
問
い
に
は
最
初
全
学
生
の
四
二
％

の
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
数
分
「
対
話
」
し
た

の
ち
賛
成
は
八
〇
％
以
上
に
増
加
。 

対
話
の
内
容
に
つ
い
て
岡
氏
は
学
生
が
抱

い
て
い
た
三
つ
の
疑
問
を
提
示
。 

③
自
衛
隊
を
憲
法
に
明
記
し
て
何
が
変
わ 

る
の
か
。 

こ
の
疑
問
に
対
し
、
明
記
に
よ
っ
て
自
衛
隊

の
出
来
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
増
え
な
い
が
、 

一
、
違
憲
論
が
な
く
な
る
。 

二
、
自
衛
隊
に
つ
い
て
建
設
的
な
議
論
が
出 

来
る
よ
う
に
な
る
。 

三
、
自
衛
隊
の
立
場
が
明
確
に
な
る
。 

こ
の
三
点
を
分
か
り
や
す
く
説
明
。
ま
た
、 

①
な
ぜ
今
憲
法
改
正
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い 

の
か
。 

と
い
う
疑
問
に
は
、
日
本
を
取
り
巻
く
脅
威

に
つ
い
て
説
明
。
現
状
で
は
日
本
は
戦
争
も
な

く
平
和
で
自
衛
隊
も
問
題
な
く
活
動
出
来
て

い
て
、
特
に
何
も
問
題
が
起
き
て
い
な
い
と
発

言
す
る
学
生
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
尖
閣

諸
島
周
辺
で
の
領
海
侵
犯
の
数
や
、
ス
ク
ラ
ン

ブ
ル
発
進
が
急
増
し
て
い
る
具
体
例
を
挙
げ
、

ま
た
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
も
現
在
進

行
形
で
あ
り
、
い
く
ら
日
本
が
戦
争
し
た
く
な

い
と
願
っ
て
も
他
国
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
い

る
現
状
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
自
国
を
守
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
、
実
感
し
て

も
ら
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、 

②
自
衛
隊
明
記
は
戦
争
に
つ
な
が
る
の
で
は 

な
い
か
。 
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と
い
う
疑
問
に
は
、
様
々
な
意
見
交
換
が
あ

り
、
攻
撃
さ
れ
た
時
の
備
え
は
必
要
だ
と
す
る

意
見
が
多
か
っ
た
。 

ま
た
、
国
民
投
票
に
な
れ
ば
投
票
に
行
く

か
？
行
か
な
い
か
？
の
問
い
に
は
そ
れ
ぞ
れ

半
数
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
が
、
行
か
な
い

か
も
と
答
え
た
学
生
の
中
に
は
、
投
票
し
て
も

何
か
変
わ
る
気
が
し
な
い
、
住
民
票
の
手
続
き

が
面
倒
な
ど
の
回
答
も
あ
っ
た
。 

こ
の
国
民
投
票
へ
の
意
識
の
問
題
に
つ
い

て
も
昨
年
十
一
月
に
は
「
国
民
投
票
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
学
生
大
会
を
開
催

さ
れ
て
お
り
、
岸
田
首
相
を
始
め
国
会
議
員
五

十
名
、
学
生
約
百
五
十
名
、
一
般
よ
り
五
十
名

の
約
二
百
五
十
名
が
参
加
し
、
学
生
自
ら
問
題

提
起
を
行
っ
て
い
る
。 

 

今
回
の
講
師
で
あ
る
岡
美
希
氏
は
現
在
二

十
五
歳
。
佐
賀
県
の
ご
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
期
待
し
ま
す
。 

 

◇
◆
◇
研
修
修
了
報
告
◇
◆
◇ 

第
二
十
二
回 

神
道
政
治
連
盟
時
局
対
策
連
絡
会
議 

佐
賀
縣
護
國
神
社 

 
 

 
 

権
祢
宜 

川
浪 

雅
英 

 

去
る
二
月
十
三
日
（
火
）
衆
議
院
第
二
議
員
会

館
に
於
い
て
「
第
二
十
二
回
神
道
政
治
連
盟
時
局

対
策
連
絡
会
議
」
が
開
催
さ
れ
た
。
本
県
か
ら
は

青
年
隊
長
川
浪
雅
英
と
神
道
青
年
会
永
代
優
仁

事
務
局
長
が
参
加
し
、
会
場
に
は
主
催
関
係
者
を

含
め
約
八
十
名
が
参
集
し
た
。 

開
講
式
で
は
山
谷
え
り
子
参
議
院
議
員
が
挨

拶
さ
れ
、
そ
の
後
の
講
義
一
で
は
麗
澤
大
学
客
員

教
授
江
崎
道
朗
先
生
に
よ
る
【
米
中
対
立
と
日
本

の
国
家
安
全
保
障
戦
略
－
憲
法
改
正
の
意
義
】
、

講
義
二
で
は
元
陸
上
幕
僚
長
岩
田
清
文
先
生
に

よ
る
【
台
湾
・
日
本
有
事
に
備
え
、
戦
争
を
抑
止

す
る
】
と
い
う
題
目
の
元
、
講
義
さ
れ
た
。
講
義

後
に
は
、
憲
法
を
よ
く
す
る
学
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

代
表
の
岡
美
希
氏
に
よ
る
【
全
国
四
十
七
都
道
府

県
、
百
二
十
六
大
学
、
大
学
生
一
〇
，
四
七
五
名

と
の
憲
法
対
話
を
重
ね
て
】
の
活
動
報
告
が
あ
り
、

そ
の
後
の
閉
講
式
で
は
、
あ
り
む
ら
治
子
参
議
院

議
員
が
挨
拶
さ
れ
閉
講
と
な
っ
た
。 

 

現
在
の
日
本
の
海
外
情
勢
は
日
本
海
側
の
諸

外
国
か
ら
の
地
政
学
的
な
リ
ス
ク
が
増
し
て
い

る
。
日
本
は
こ
れ
ら
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
国

家
安
全
保
障
戦
略
を
見
直
し
、
自
衛
隊
の
役
割
や

連
携
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
台
湾

有
事
で
は
日
本
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
重
要
な

役
割
を
占
め
て
お
り
、
米
国
と
の
連
携
を
深
め
つ

つ
緊
密
な
対
応
を
求
め
て
い
る
段
階
に
あ
る
。
有

事
が
起
こ
れ
ば
そ
れ
は
日
本
有
事
に
な
る
可
能

性
が
高
く
そ
の
場
合
、
与
那
国
・
石
垣
は
戦
闘
空

域
、
先
島
諸
島
民
十
二
万
人
や
中
国
台
湾
在
住
邦

人
の
避
難
等
々
問
題
は
山
積
み
で
あ
る
。
憲
法
改

正
に
関
し
て
は
、
現
在
の
平
和
主
義
的
な
憲
法
に

対
し
日
本
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
は
一
層

厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
脅
威
は
容
易
に
国
境
を

越
え
て
く
る
。
台
湾
・
日
本
有
事
に
対
応
す
る
た

め
に
も
憲
法
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
と
両
先

生
よ
り
御
高
説
を
賜
っ
た
。 

 

我
々
神
職
は
先
生
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
度
々

あ
る
。
氏
子
崇
敬
者
に
こ
れ
ら
の
事
由
に
つ
い
て

訊
ね
ら
れ
た
際
は
正
し
く
説
明
が
出
来
る
よ
う

ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
等
の
情
報
だ
け
を
鵜
吞
み
に
す

る
だ
け
で
な
く
し
っ
か
り
と
多
角
的
な
視
点
で

情
報
精
査
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

第
二
期 

過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
施
策
研
究
会 

並
び
に
過
疎
対
策
教
化
研
修
会 

妻
山
神
社
祢
宜 

永
代 

優
仁 

令
和
六
年
二
月
六
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
、

神
社
本
庁
に
て
第
二
期
過
疎
地
域
神
社
活
性

化
推
進
施
策
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
二
年
余
り

の
活
動
実
績
を
報
告
と
検
証
、
今
後
の
活
動
の

充
実
に
資
す
る
た
め
全
国
よ
り
集
ま
っ
た
担
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当
者
と
の
情
報
交
換
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
活

動
事
例
で
の
問
題
点
を
共
有
し
、
討
議
を
行
い

ま
し
た
。
佐
賀
県
の
指
定
神
社
を
受
け
て
い
る

妻
山
神
社
の
指
定
神
社
担
当
と
し
て
出
席
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

基
調
講
演
で
は
社
会
関
係
資
本
（
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）
を
生
か
し
た
過
疎
地
域
神

社
の
再
生
を
題
と
し
て
皇
學
館
大
学
現
代
日

本
社
会
学
部
教
授
千
田
良
仁
先
生
よ
り
お
話

が
あ
り
ま
し
た
。
皇
學
館
大
学
で
は
地
（
知
）

の
拠
点
事
業
と
し
てC

L
L

伊
勢
志
摩
定
住
自
立

圏
共
生
学
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
人
材
育

成
な
ど
を
行
な
っ
て
お
り
、
神
都
の
祈
り
（
し

ん
と
の
い
の
り
）
地
元
一
〇
〇
％
日
本
酒
を
皇

學
館
大
学×

明
和
町
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
卒
業
生
に
よ
る
竹
神
社
の
活
性
化
を
図

る
べ
く
様
々
な
手
段
を
地
域D

 M
 O

一
般
社
団

法
人
明
和
観
光
商
社
と
協
力
し
て
行
な
っ
て

お
り
、
様
々
な
成
功
事
例
を
ご
紹
介
さ
れ
た
。

竹
神
社
に
て
花
手
水
、
満
月
参
り
に
て
の
特
別

御
朱
印
、
デ
ジ
タ
ル
御
朱
印
で
あ
るN

F
T

御
朱

印
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
に
お
け
る
バ
ー
チ
ャ

ル
竹
神
社
な
ど
を
ご
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

前
回
同
様
今
回
も
分
散
会
が
あ
り
、
五
つ
の

議
題
を
各
分
散
会
に
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

（
一
）
神
職
・
総
代
等
に
よ
る
取
り
組
み
体
制

が
機
能
し
て
い
る
の
か
？
（
二
）
支
部
・
拠
点

神
社
・
近
隣
神
社
の
神
職
・
総
代
等
に
よ
る
相

互
扶
助
体
制
が
機
能
し
て
い
る
の
か
（
三
）
神

職
・
総
代
後
継
者
の
養
成
、
関
係
人
口
の
取
り

組
み
等
、
将
来
的
な
人
的
な
資
源
の
確
保
に
取

り
組
ん
で
い
る
の
か
（
四
）
祭
祀
の
維
持
の
た

め
に
神
社
を
統
合
（
法
的
に
は
合
併
）
す
る
必

要
が
あ
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方

法
が
考
え
ら
れ
る
か
。（
五
）
第
三
期
に
向
け
て
、

本
庁
が
行
ふ
個
別
支
援
の
要
望
が
あ
る
の
か
。

指
定
期
間
・
助
成
金
・
教
化
資
材
等
、
本
庁
へ

の
要
望
、
意
見
が
あ
る
の
か
。 

こ
れ
ら
議
題
に
対
す
る
意
見
を
幾
つ
か
ご

紹
介
致
し
ま
す
。（
一
）
総
代
に
よ
っ
て
変
わ
る

（
二
）
助
勤
神
職
で
な
ん
と
か
回
っ
て
い
る
。

一
社
一
神
職
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
全
神
職
二

十
名
ぐ
ら
い
神
葬
祭
な
ど
含
め
相
互
扶
助
で

き
て
い
る
。
覚
書
な
ど
を
共
有
し
神
職
が
誰
で

も
お
祭
り
を
斎
行
で
き
る
状
態
を
作
っ
て
い

る
。（
三
）
息
子
が
皇
學
館
大
学
の
専
攻
科
へ
行

こ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
世
襲
で
総
代
が
来
て

い
た
。
転
換
期
で
も
う
や
れ
な
い
。
集
落
に
残

っ
た
人
で
や
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
十
九
軒
の

神
社
な
の
に
、
外
部
の
人
が
来
る
の
は
ど
う
な

の
か
？
（
四
）
現
時
点
で
は
統
合
は
考
え
て
お

り
ま
せ
ん
。
支
部
内
で

合
祀
し
た
神
社
も
あ

る
今
の
と
こ
ろ
は
な

い
が
、
二
十
年
後
あ
る

（
五
）女
性
の
参
画
は

非
常
に
い
い
。
女
性
の

土
俵
を
本
庁
が
手
助
け
す
る
こ
と
が
あ
り
が

た
い
。
分
析
し
て
整
理
し
て
ま
と
め
て
提
出
し

て
ほ
し
い
。 

一
つ
の
分
散
会
だ
け
で
も
こ
の
よ
う
な
意

見
が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
し
た
。
今
回
の
情

報
交
換
会
を
経
て
今
後
の
活
動
に
活
か
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

  

事
務
報
告  

【
任 

免
】 

■
須
賀
神
社
権
祢
宜 

南
里 

昌
宏 

 

願
に
依
り
本
職
を
免
ず
る 令

和
六
年
一
月
九
日 

■
須
賀
神
社
権
祢
宜 

南
里 

昌
哉 

 

小
城
市
小
城
町
松
尾 

 

須
賀
神
社
祢
宜
に
任
ず
る 

 

令
和
六
年
二
月
一
日 

■
南
里 

幸
貴 

 

小
城
市
小
城
町
松
尾 

 

須
賀
神
社
権
祢
宜
に
任
ず
る 
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令
和
六
年
二
月
一
日 

【
研
修
修
了
報
告
】 

■
全
国
教
育
関
係
神
職
協
議
会 

第
十
二
回
九
州
地
区
研
修
会 

一
、
期 

日 
令
和
六
年
二
月
二
十
四
日 

～
二
十
五
日 

一
、
会 

場 

阿
蘇
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル 

一
、
修
了
者
（
県
内
の
み
） 

八
坂
神
社
宮
司 

山
口 

良
弥 

熊
野
神
社
宮
司 
石
橋 

明
彦 

熊
野
神
社
祢
宜 
石
橋 

雅
彦 

若
宮
神
社
宮
司 

山
邊 
和
之 

他
二
十
二
名 

【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
申
請
】 

■
伊
勢
神
社
宮
司 

古
川 

和
生 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
二
月
一
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
六
年
一
月
三
十
一
日 

・
員 

数 

代
表 

平
原
嘉
德  

他
一
名 

■
波
多
八
幡
神
社
宮
司 

堤 

貞
信 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
二
月
三
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
六
年
二
月
三
日 

・
員 

数 

代
表 

古
賀
恭
二 

他
四
名 

■
熊
野
神
社
宮
司 

森 

義
隆 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

・
員 

数 

代
表 

東
島
雅
樹 

他
十
二
名 

■
妻
山
神
社
宮
司 

永
代 

龍
三
郎 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

・
員 

数 

代
表 

藤
井
虎
登 

他
十
八
名 

■
伊
勢
神
社
宮
司 

古
川 

和
生 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

・
員 

数 

代
表 

本
田
雅
大  

他
一
名 

 
寄

贈

書

籍

等

目

録

及

び

御

芳

名 

自 

令
和
六
年 

二
月 

 

一
日 

至 
 

 
 

 
 

 

仝
二
十
九
日 

・
う
ぶ
す
な 

第
一
三
二
号 岐

阜
県
神
社
庁 

様 

・
杜 

      

第
一
五
七
号 

  

京
都
府
神
社
庁 

様 

・
鹿
児
島
県
神
社
庁
報 
第
七
八
号 

鹿
児
島
県
神
社
庁 

様 

・
庁
報
や
ま
ぐ
ち 

第
一
五
一
号 

山
口
県
神
社
庁 

様 

・
高
知
県
神
社
庁
報 

第
八
七
〇
号 

高
知
県
神
社
庁 
様 

・
清
政 

第
七
五
号 

京
都
府
神
社
庁 

様 

・
神
青
協
通
信 

第
一
四
八
号 

神
道
青
年
全
国
協
議
会 

様 

・
香
取 

 

第
一
二
四
号 

  

香
取
神
宮 

様 

・
社
報
あ
つ
た 

第
二
八
一
号 熱

田
神
宮 

様 

・
樽
前
山 

 

第
一
〇
一
号 

樽
前
山
神
社 

様 

・
靖
國 

№
八
二
三
号 

靖
國
神
社 

様 

・
す
い
と
く 

№
八
三
五
号 

竹
駒
神
社 

様 

・
大
三
島
宮 

№
二
一
二
号 

大
山
祇
神
社 

様 

・
東
神 

№
一
〇
三
八
号 

東
京
都
神
社
庁 

様 

・
埼
玉
県
神
社
庁
報 

№
二
四
七
号 

埼
玉
県
神
社
庁 

様 

・
北
海
道
神
社
庁
報 

№
一
二
八
八
号 

北
海
道
神
社
庁 

様 

・
山
口
県
女
子
神
職
会
会
報 

№
二
三
号 

山
口
県
女
子
神
職
会 

様 

・
瑞
垣 

 

第
二
五
七
号 

  

神
宮
司
庁 

様 


